
問●町農業委員会事務局 ☎0187（84）4913

問●町住民生活課　戸籍年金班 ☎0187（84）4903

　現在の農業委員の任期が令和８年７月１９日をもって満了となるため、次期農業委員の候補者を
募集します。
募集期間◆３月２日㈪から３月３１日㈫　　募集人員◆１６人
任用期間◆令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日までの３年間
応募方法◆推薦または自ら応募
　　　　　※詳細は募集要項をご確認ください。「募集要項」「推薦・応募様式」は下記窓口のほ
　　　　　　か、町ホームページからダウンロードできます。

　１月１日付で法務大臣から人権擁護委員の委嘱を受けた方々を紹介します。
人権擁護委員はいじめや家庭内でのもめごと、近所でのトラブルなど身近な
困りごとを相談できる相手のひとりです。お気軽にご相談ください。
■人権擁護委員
　【再任】 髙橋 信雄 さん（遠槻）
　【再任】 下田 亮 さん（長岡森）

　町では、公共施設を適切に維持管理するた
め、施設の利用状況等を踏まえた管理体制の
見直しを行います。財政環境の変化を見据えた
効率的な施設運営を図り、これまでと同様の住
民サービスを確保するため、皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。

施設名

対象となる施設と変更内容

変更前 変更後

午前9時 午前10時

開館時間

お問い合わせ先
（0187）

生涯学習課
歴史文化財班
84-4040

歴史民俗
資料館

毎週月曜日 毎週月・火曜日
（※1）

休館日 生涯学習課
スポーツ振興班
84-4916

屋内
スポーツ館

毎週月曜日 毎週日・月曜日

休館日 企画財政課
企画財政班
84-4901

住民活動
センター

相談の秘密は守られますので
ご安心ください人権イメージキャラクター

人KENまもる君

　１月１日付で法務大臣から人権擁護委員の委嘱を受けた方々を紹介します。
人権擁護委員はいじめや家庭内でのもめごと、近所でのトラブルなど身近な
困りごとを相談できる相手のひとりです。お気軽にご相談ください。
■人権擁護委員
　【再任】 髙橋 信雄 さん（遠槻）
【再任】下田亮さん（長岡森）

相談の秘密は守られますので
ご安心ください人権イメ ジキ 人権イメージキャラクター

人KENあゆみちゃん

月曜日または火曜日が「国民の祝日に関す
る法律に規定する休日（以下「祝日法によ
る休日」という）」に当たる場合はその翌日
とします。（翌日も「祝日法による休日」の場
合は、一番近い休日ではない日）ただし、同
一週の月曜日と火曜日がともに「祝日法に
よる休日」に当たる場合は、同一週の水曜
日以後で最も近い「祝日法による休日」で
ない日およびその翌日とします。

※1

14広報2026.2

4月1日から公共施設の管理体制が変わります

農業委員の候補者を募集します

新たに委嘱された人権擁護委員を
紹介します



問●美郷町学友館 ☎0187（84）4040

申・問●町総務課　管財班 ☎0187（84）1111

■小規模修繕等契約希望者登録とは
　町の入札参加資格名簿（指名願）への登録が困難な町内
の小規模事業者を登録し、積極的に活用することで受注機
会を確保および町内経済の活性化を図るものです。町が発
注する小規模な修繕等について見積参加を希望する方は、
登録申請をしてください。
■小規模な修繕等とは
　修繕等の内容が軽易かつ履行が容易で、契約額が原則
として50万円未満のもの

　申請書、提出要項は下記の窓
口に備え付けているほか、町ホ
ームページからもダウンロード
できます。

■登録の有効期間
　令和８年4月1日～令和１０年3月31日
■登録できる事業者
　町内に主たる事業所または住所を有する方で、希望業種
について技術者資格等を有している方
※建設業許可の有無、経営組織等は問いませんが、受注し
　た内容を自ら施工できる方に限ります。町の入札参加資
　格名簿へ登録されている方や町税を滞納している方は
　登録ができません。
■申請方法
　次のいずれかの方法で申請してください。
　①下記窓口に提出（美郷町役場１階）
　②右二次元コードから電子申請で提出。
■受付期間　2月２日㈪～3月６日㈮
※①の場合は平日の午前8時30分～午後5時15分

①大工  ②ガラス・サッシ  ③畳  ④建具､木製品修理･
再生  ⑤装飾、敷物  ⑥塗装  ⑦左官・タイル  ⑧建築
板金  ⑨電気設備  ⑩給排水衛生設備  ⑪鋼構造物  
⑫造園・林業  ⑬シャッター  ⑭農機具、機械等修理
⑮土木  ⑯その他

申請書

町税等未納有無調査承諾書
希望業種に係る技術者資格等を証明できる書類
暴力団の排除に関する誓約書

法人の方：履歴事項全部証明書　※発行後３カ月以内、写し可
個人の方：町住民登録確認（照会）に関する承諾書

①

③
④
⑤

②

修
繕
等
の
種
類

提出書類
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　秋田県美術展覧会（通称：県展）は、日本画・洋画・彫刻・工芸・書道・写真・グラフィック
デザインの７つの分野で構成された県内最大の公募展です。この巡回展として町学友
館では、令和7年６月に開催された第６7回県展の入賞・入選のうち、美郷町・大仙市・仙
北市在住の作家の作品を集めて「仙北地域展」を開催しています。
　出品者の作品に対する思いのこもった作品解説とともに、ぜひお楽しみください。皆
さんのご来館を心よりお待ちしております。

開館時間◆午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
休 館 日◆毎週月曜日（ただし、月曜日が祝日の場合は翌日）
入 館 料◆一般：300円　高校生以下：無料
　※10名以上の団体および障害者手帳またはミライロID提示の方は1人200円。

秋田県美術展覧会　第23回仙北地域展

令和8・9年度
「小規模修繕等契約希望者」を募集します

期　間◆1月17日（土）～2月23日（月・祝）
会　場◆美郷町学友館

令和6・7年度の登録をして
いる方も申請が必要です


